
備 考

0 12 0 19

0

（0） （0） （0）

（0） （－）

37

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員
31 1     人 32       人

（31）

図 書 館 専 門 職 員
2 0 2

（2） （0） （2）

（1） （32）

技 術 職 員
0

助手

計
11 5 6 0 22 0

（0）

7 5 3 0

（11） (5) (6) （0） (22) （0）

15 0

5 4 3

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授 講師 助教 計

保育学科

人 人 人 人 人 人 人

（5） （4） （3） （0） （12） （0） （19）

演習 実験・実習 計

科目 科目 科目 科目

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

該当なし

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義

単位

平成29年4月
第１年次

神奈川県厚木市温水字
長久保428番地

計 - - -

2 125
（140）

- 250
（280）

短期大学士
（生活ﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ）

平成29年4月
第１年次

新 設 学 部 等 の 目 的
学科編成と定員の適正化を意図した全学科の再編計画を策定し、これに基づき、学
生入学状況の実態に合わせて、保育学科の定員増（15名）、および生活プロデュー
ス学科の定員減（15名）を行う。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

2 135
（120）

- 270
（240）

短期大学士
（保育）

大 学 本 部 の 位 置 神奈川県厚木市温水字長久保４２８番地

計 画 の 区 分 短期大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｿﾆｰｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　ソニー学園

大 学 の 目 的
本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、職業または実際生活に
必要な専門の学芸とその実際的活用を深く研究し教授することにより、社会でほん
とうに役立つ人材を育て、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

別記様式第２号（その１の１）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｼｮｳﾎｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 湘北短期大学  (Shohoku College)

－

（－）

44

（0） （－）

5 3 0 15 0 －

（5） （3） （0） （15）

（5） （3） （0） （15）

計
7

（7）

合　　　　計
18 10 9 0

既設分

総合ビジネス・情報学科
（7）

0 －

（18） （10） （9） （0） （37）

（3） （0） （10）

新

設

分

0 0

（0） （0） （0）

計
33 1 34

（33） （1） （34）

そ の 他 の 職 員
0 0

（44）

（0） （30）

神奈川県厚木市温水字
長久保428番地

保育学科

生活プロデュース学科

生活プロデュース学科

人 人 人 人 人 人 人

6 1 3 0 10 0 30

（6） （1）

1



※借用面積

校舎敷地

8,135.88㎡

－ － － －

0千円 0千円 － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － －

－ － － －

学生１人当り納付金

1,450千円 1,140千円 千円 千円 千円 千円保育学科

生活プロデュース学科

第５年次

千円 千円 千円

生活プロデュース学科 2年 140人 - 280人 短期大学士
(生活ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ
ｽ)

0.94倍昭和49年

神奈川県厚木市
温水字長久保
428番地

保育学科 2年 120人 - 240人 短期大学士
(保育)

1.10倍昭和54年

2年 - -

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

３　私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究

　室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

附属施設の概要

（注）

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

　　該当なし

短期大学士
(情報ﾒﾃﾞｨｱ)

-昭和49年

総合ビジネス・情報学科 2年 220人 - 220人 短期大学士
(総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ・
情報)

1.09倍平成28年

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金,資産運用収入,手数料収入,寄付金収入等

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 の 名 称 　湘北短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

総合ビジネス学科 2年 - - - 短期大学士
(総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ)

-昭和61年

情報メディア学科 -

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

共 同 研 究 費 等

図 書 購 入 費

設 備 購 入 費

第６年次

1,380千円 1,070千円

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

千円

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

㎡

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

㎡

（     〔    〕） （     〔    〕） （     〔    〕） （   ） （   ） （   ）

（     〔    〕） （     〔    〕） （     〔    〕） （   ） （   ） （   ）

〔     〕　 〔     〕　 〔     〕　

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

〔     〕　 〔     〕　 〔     〕　

計

室

（補助職員　人） （補助職員　人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

室

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

室 室 室
室

17,281.98 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 17,281.98 ㎡

（17,281.98 ㎡） （　　　0 ㎡） （　　　0 ㎡） （17,281.98 ㎡）

合 計 27,496.02 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 27,496.02 ㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

そ の 他 976.14 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 976.14 ㎡

24,595.88 ㎡

運 動 場 用 地 1,924.00 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 1,924.00 ㎡

校 舎 敷 地 24,595.88 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

小 計 26,519.88 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 26,519.88 ㎡

大学全体
図書費には電子
ｼﾞｬｰﾅﾙ・ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽの整備費
(運用ｺｽﾄ含む)
を含む。

期間：平成15年
から30年間

340千円 340千円

1,000千円

5,281千円

1,000千円

5,281千円

※平成28年より
募集停止（総合
ビジネス学科、
情報メディア学
科）

2



　　　　学校法人ソニー学園　設置認可等に関わる組織の移行表

平成２８年度 入学 編入学 収容 平成２９年度 入学 編入学 収容

定員 定員 定員 定員 定員 定員

湘北短期大学 湘北短期大学

総合ビジネス・情報学科 220 － 440 　総合ビジネス・情報学科 220 － 440

　生活プロデュース学科 140 － 280 　生活プロデュース学科 125 － 250 定員変更（△15）

　保育学科 120 － 240 　保育学科 135 － 270 定員変更（15）

　情報メディア学科 0 － 0 　情報メディア学科 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

　総合ビジネス学科 0 － 0 　総合ビジネス学科 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

計 480 － 960 計 480 960

変更の事由

3



町田市    

   ● 

横浜市 

● 

◎ 

厚木市 

小田原市    

   ● 

湘北短期大学 

（１）神奈川県内における位置関係の図面 

【神奈川県】 

校地校舎等の図面 

1 



おんぞ川 
●スギ薬局 

文化会館 

● 

湘北短期大学入口 

恩名 

赤羽根入口 

文化会館 

船子 

船子北谷 

水引 

中町 

厚
木
郵
便
局 ● 

トヨタ 

● 

● 

イトーヨーカドー 

● 

りそな銀行 

● 

スクールバス乗り場 

郵
便
局
前 

相
模
大
橋
東 

東名高速道路 

藤沢・平塚 

↓ 

Ｒ１２９ 

厚木インター 

相 

模 

川 ＪＡ 

赤羽根中央 

↑ 

相模原・渋谷 

Ｒ２４６ 

●イオン 厚木駅 

厚
木
駅 

藤沢・茅ケ崎 

↓ 

↑ 

海老名 

厚木バスセンター 

●徒歩25分 

●本厚木駅～本学 

・スクールバス 

・神奈中バス「厚109系統」 
 「湘北短期大学前」下車 

乗車7分 

●小田急「本厚木駅」下車 

・新宿－本厚木（急行）     55分 

・小田原－本厚木（急行）  40分 

・横浜－海老名－本厚木  40分 

・藤沢－相模大野－本厚木 55分 

・八王子－町田－本厚木  45分 

 

（２）最寄駅からの距離や交通機関がわかる図面 

Ｊ
Ｒ
相
模
線 

学校法人ソニー学園 湘北短期大学 

所在地 

〒２４３－８５０１  神奈川県厚木市温水４２８ 

ＴＥＬ  046-247-3131    FAX  046-247-3667 

URL  http://www.shohoku.ac.jp/ 

 

●

●
● ●●

りそな銀行

パソナ

第五
正明ビル

ハラダ
旭町ビル

旭町一丁目
バス停

ＪＡ

本厚木駅

南口

ミロード

● ●
ゼロックス

早稲田塾

湘北短大行
バス乗り場
※駅から徒歩５分

小田急線

※道路状況により、バスの停車位置が変更になります。 

湘北短期大学前 

2 



テニスコート

２
号
館

１号館

７号館

３号館

４号館５号館

６号館

正
門

自
転
車
置
場

南門

東門

通用門

遊歩道

多目的 

グラウンド 

17,281.98㎡ 
 

１号館（保有） 校舎鉄筋コンクリート４階建      6,792.73㎡ 
       更衣・ロッカー室軽量鉄骨１階建       94.53㎡  

２号館（保有） 校舎鉄筋コンクリート２階建        790.96㎡  

３号館（保有） 校舎鉄骨造３階建            1,230.48㎡  

４号館（保有） 校舎鉄骨造７階建            3,685.30㎡  

５号館（保有） 校舎鉄筋コンクリート２階建      2,092.85㎡  

６号館（保有） 校舎鉄筋コンクリート２階建      1,459.14㎡  

７号館（保有） 校舎鉄骨造４階建            1,135.99㎡  

湘北短期大学 校舎 

（３）校舎、運動場等の配置図 

湘北短期大学 校地 神奈川県厚木市温水字長久保４２８番地 

26,519.88㎡     所有  18,384.00㎡  

                 借用   8,135.88㎡ 
              （ほかに駐車場976.14㎡） 

 

17,281.98㎡ 

3 
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校地等の概要を記載した書類 

 

区分 専用 共用 計 所在地 
整備 

状況 

権利の 

所属 
備考 

湘北短期大学 

校地 

㎡ 

18,384.00 

 

8,135.88 

 

    

0 

   

0 

 

㎡ 

18,384.00 

 

8,135.88 

 

 

 

神奈川県厚木市温水字長久保 428番地 

 

神奈川県厚木市温水字長久保 430-1 

番地他 

 

 

整備済 

 

整備済 

 

自己所有 

 

借 用 

 

 

 

 

 

借用期間： 

平成 15 年から 30

年間 

計 26,519.88  26,519.88     

上記

以外

の学

校法

人所

有 

地 

 

教職 

員駐 

車場 

    ㎡  

976.14 

    

0 

 

     ㎡ 

  976.14 

 

  

整備済 

 

自己所有 

 

合  計 27,496.02    0 27,496.02     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

校舎その他建物の概要を記載した書類 

 

建物区分 
年次

計画 
専用 共用 計 構造 

整備 

状況 

権利の 

所属 
備考 

校舎 

１号館 

 

既設 

 

6,792.73 

 

0 

㎡ 

6,792.73 

鉄筋コンクリート造 

陸屋根 5 階建 

整備済 所有  

付設更衣室 既設 94.53  0 94.53 軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺平屋建 

整備済 所有  

２号館 

 

既設 790.96 0 790.96 鉄筋コンクリート造 

2 階建 

整備済 所有  

３号館 

 

既設 1,230.48 0 1,230.48 鉄筋造陸屋根 

4 階建 

整備済 所有  

４号館 

（図書館） 

既設 3,685.30 0 3,685.30 鉄筋コンクリート造陸屋

根地下 1 階付 7 階建 

整備済 所有  

５号館 

（体育館・食堂） 

既設 2,092.85 0 2,092.85 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板葺 3 階建 

整備済 所有  

６号館 

 

既設 1,459.14 0 1,459.14 鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根 2 階建 

整備済 所有  

７号館 

 

既設 1,135.99 0 1,135.99 鉄骨造陸屋根 4 階建 整備済 所有  

計 

 

 17,281.98 0 17,281.98     

その他 

クラブハウス(2 棟) 

多目的グラウンド 

 

既設 

既設 

 

266.48 

1,924.00 

 

0 

0 

 

266.48 

1,924.00 

    

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

平成２９年度 

湘北短期大学学則

（案） 

 

 

 

 

学校法人ソニー学園 



2 

 

湘北短期大学学則（案） 

 

第１章  総則 

              

（目的及び使命） 

第１条 本学は、湘北短期大学と称し、校舎を神奈川県厚木市温水字長久保 428番地に置く。 

２ 本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、職業または実際生活に必要な専

門の学芸とその実際的活用を深く研究し教授することにより、社会でほんとうに役立つ人材を

育て、もって社会の発展に寄与することを目的とする。 

３ 前項の目的を達成するため、湘北教育基本方針（入学者受け入れ方針、教育課程編成方針、

学位授与方針）を別に定める。 

 

（目標達成と評価） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育

研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。  

２ 本学は、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認

定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。  

３ 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。 

 

（教育内容の改善）  

第３条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け、研修及び研究を実施する。 

２ 前項の組織については、別に定める。 

 

第２章 学科、センター、学生定員及び修業年限 

             

（学科及び学生定員） 

第４条 本学において設置する学科の学生定員は次のとおりとする。 

学科          入学定員    収容定員 

総合ビジネス・情報学科   ２２０人    ４４０人 

生活プロデュース学科    １２５人    ２５０人 

保育学科          １３５人    ２７０人 

２ 保育学科にあっては、児童福祉法施行規則等により、学級数の定めが必要とされる演習・実

習・実技科目については、これを３とする。ただし、学年毎の実員状況に応じ、これによらな

い場合がある。 
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（４センター） 

第４条の２ 本学の教育及び学生指導の充実を図るため以下のセンターを置く。 

一 インターンシップセンター 

二 グローバルコミュニケーションセンター 

三 リベラルアーツセンター 

四 ICT教育センター  

３ センターの業務について必要な事項は別に定める。 

 

（修業年限及び在学年限） 

第５条 本学の修業年限は２年とする。 

２ 学生の在学期間は４年を超えることができない。 

 

第３章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（学期） 

第７条 学年を分けて次の２期とする。 

前期    ４月１日から９月３０日まで 

後期   １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、後期に属する授業科目は夏季休業日終了の翌日から始めることが

できる。 

 

（休業日） 

第８条 本学における休業日を次のとおり定める。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）学園創立記念日 １１月１３日 

（４）春季休業日 別に定める休業日とする。 

（５）夏季休業日 別に定める休業日とする。 

（６）冬季休業日 別に定める休業日とする。 

２ 前項の規定に関わらず、学長は臨時に休業日を設け又は休業日を変更することができる。 

３ 保育学科においては、休業日に実習を実施することがある。 

４ 総合ビジネス・情報学科、生活プロデュース学科においては、休業日にインターンシップを

実施することがある。 
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（授業日数） 

第９条 授業日数は試験等の日数を含め年間３５週を原則とする。 

 

第４章 教育課程及び履修方法等 

 

（開設授業科目及びその単位数） 

第１０条 本学においては、リベラルアーツ科目、国際理解科目、インターンシップ科目、就業

力育成科目、保健体育科目、専門教育科目及び日本語科目に関する授業科目及びその単位数を

別表（１－Ⅰ～Ⅷ）のとおり開設する。 

 

第５章 

 履修の方法、学習の評価、課程修了の認定及び卒業 

 

（履修の方法） 

第１１条 本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、履修の方法について

は本学則に定めるものの他別に定める。 

 

（履修すべき科目の登録） 

第１２条 学生は毎学年度の当初に当該年度において履修すべき授業科目を登録しなければなら

ない。 

２ 学生は前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修しまた単位を取得することはでき

ない。 

 

（単位取得の認定） 

第１３条 各授業科目の履修を修了した者には認定の上単位を与える。 

２ 取得単位の認定の方法は、試験、論文その他の方法によるものとし、その方法については各

授業科目の担当者がこれを決める。 

 

（試験等の時期） 

第１４条 試験等の時期は、原則として学期末または学年末とする。ただし各授業科目の担当者

が必要と認めた時は臨時に行うことができる。 

 

（試験等の受験資格） 

第１５条 当該授業科目の履修について事前に登録していない者は試験を受けることはできない。 
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２ 前項の規定に関わらず、学則に定める授業時間数の 3 分の 2 に満たない者は、試験を受ける

資格を有しない。 

 

（追試験・再試験） 

第１６条 病気等止むを得ない事情により試験等を受験できなかった者に対し、願い出により追

試験を行うことがある。 

２ 試験等の結果不合格となった者に対し、願い出により再試験を行うことがある。 

 

（学習の評価） 

第１７条 試験等の成績評価はＡＡ（９０点～１００点）・Ａ（８０点～８９点）・Ｂ（７０点～

７９点）・Ｃ（６０点～６９点）・Ｄ（６０点未満）をもって表し、Ｃ以上を合格とする。 

２ 成績評価の方法について必要な事項は、別に定める。 

 

（単位の計算方法） 

第１８条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要

な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

（１）講義については１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科目に

ついては３０時間の授業をもって１単位とする。 

（２）演習については３０時間の授業をもって１単位とする。ただし、総合ビジネス・情報学

科、生活プロデュース学科の別に定める授業科目、及び保育学科の「保育・教職実践演習

（幼稚園）」「保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は１５時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験・実習及び実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、総合

ビジネス・情報学科、生活プロデュース学科の別に定める授業科目、及び保育学科の「体

育実技／理論」は３０時間の授業をもって１単位とする。 

（４）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習または、実技のうち２以上の方法の併

用により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時間をもって 1

単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目の単位については、学修の成果を考慮して、

本学において定める単位とする。 

 

（卒業の要件） 

第１９条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、次の規定により所定の単位を修得

しなければならない。 

（１）総合ビジネス・情報学科 

①リベラルアーツ科目    １２単位以上 

②国際理解科目            ２単位以上 

③インターンシップ科目  ０単位以上 

④就業力育成科目     ２単位以上 
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⑤専門教育科目     ４６単位以上 

⑥日本語科目       ０単位以上  

合計         ６８単位以上 

 

（２）生活プロデュース学科 

①リベラルアーツ科目  １２単位以上 

②国際理解科目      ２単位以上 

③インターンシップ科目  ０単位以上 

④就業力育成科目     ２単位以上 

⑤専門教育科目     ４０単位以上 

⑥日本語科目       ０単位以上 

合計         ６８単位以上 

（３）保育学科 

①リベラルアーツ科目   ４単位以上 

②国際理解科目      ２単位 

③保健体育科目      講義１単位、実技１単位、計２単位 

④専門教育科目     ５５単位以上 

⑤日本語科目       ０単位以上 

合計         ６３単位以上 

 

（資格の取得） 

第２０条  教育職員免許状を得ようとする者は、前条に規定する卒業の条件を充足し、かつ教育

職員免許法及び同法施行規則に定める科目及び単位を取得しなければならない。 

（１）保育士資格を得ようとする者は、前条に規定する卒業の条件を充足し、かつ児童福祉法

施行規則に定める科目及び単位を取得しなければならない。 

（２）本学において取得できる免許及び資格の種類は次のとおりとする。 

保育学科      幼稚園教諭２種免許状 

保育士資格 

 

（課程修了の認定及び卒業） 

第２１条  学長は、本学に２年以上在学し、第１９条に定める単位を修得して、２年の全課程を

修了したと認定した者に対し、教授会の審議を経て、卒業を認定する。 

２ 学長は、前項の規定により卒業した者に対して、本学学位規定の定めるところにより、短期

大学士の学位を授与し、学位記を交付するものとする。 

３ 短期大学士の学位には、以下の専攻分野を付記するものとする。また、学位の名称は、学科

ごとに次のとおりとする。  

（学科）               （学位） 

総合ビジネス・情報学科       短期大学士（総合ビジネス・情報） 

生活プロデュース学科        短期大学士（生活プロデュース） 
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保育学科              短期大学士（保育）  

 

４ 学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、本学の名称を次のとおり付記する

ものとする。  

短期大学士 （専攻分野） （湘北短期大学） 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第２２条 本学は、教育上有益と認める時は、学生が他の短期大学（本学他学科）又は大学にお

いて履修した授業科目について修得した単位を、１５単位を超えない範囲で本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により履修した授業科目は、第１０条に規定する授業科目の区分の一つにおいて、修得

単位として認定する。（第２３，２４条で認定する授業科目も同様に扱う。） 

３ 前２項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。この場合修得

したものとみなすことのできる単位数は、第１項及び第２条第２項の単位数と合わせて３０単

位を超えないものとする。 

 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第２３条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、

単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項により修得したものとみなした単位数

と合わせて１５単位を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第２４条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学前に短期大学又は大学において履修

した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみ

なし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したとみなし、又は単位を与えることのできる単位数は、転学等の場合を

除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて１５単位を超えないものと

する。 

 

第６章 入学、退学、転学及び休学 

 

（入学の時期） 

第２５条 入学のできる時期は毎学年の始めとする。 

 

（入学の資格） 
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第２６条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ本学において実施する選考

に合格した者とする。 

一 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者 

二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相

当する学校教育を修了した者を含む） 

三 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者 

四 文部科学大臣の指定した者 

五 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により、文部科学大臣

の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

六 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に

おいて当該課程を修了した者 

七 本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者 

 

（入学の出願） 

第２７条 本学の入学選考に出願する者は、本学所定の書類に「湘北短期大学学納金等に関する

規程（以下「学納金規程」という。）に定める入学検定料を添えて提出しなければならない。 

２ 提出の時期、方法、同時に提出すべき書類等については別に定める。 

３ 前２項の規定に関わらず、一般選抜において併願出願をする場合には入学検定料を減免する

ことがある。 

 

（入学選考） 

第２７条の２ 合格者は、前条の出願につき、選考のうえ教授会の審議を経て学長が決定する。 

 

（再入学） 

第２８条  願いにより本学を退学した者が、退学後２年以内に再入学を希望するときは選考の上

入学を許可することがある。 

２ この場合、退学前に取得した単位の全部又は一部をすでに取得したものとして認めることが

ある。この認定は教授会の審議を経て学長が行う。 

再入学に関する必要な手続きは別に定める。 

 

（転学科） 

第２９条  転学科を申請する者に対しては、受け入れ学科に欠員のある場合に限り選考の上、

許可することがある。転学科に関する必要な手続きは別に定める。 

 

（転入学） 

第３０条 本学に転入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上入学を許可

することがある。 

２ 転入学に関する必要な手続きは別に定める。 
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（入学手続き等） 

第３１条  本学の入学選考に合格した者は、指定の期間内に第３９条に定める学納金を納入し本学

の指定する書類を提出しなければならない。 

２ 学長は前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

 

（保証人の選任） 

第３２条  入学手続きを行う者は、保証人を１名定め、本学の指定する入学手続き期間内に届け出な

ければならない。 

２  保証人は父母または独立して生計を営む成人でなければならない。 

３  保証人として不適当な事由が判明したときは、本学は保証人の変更を命じることが出来る。 

４  保証人の届出事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。 

 

（保証人の責任） 

第３２条の２  保証人は、学納金負担者となるものとする。 

２  保証人は、保証する学生が本学に故意又は過失により損害を与えた場合においても、責任を負うも

のとする。 

 

（退学） 

第３３条  退学しようとする者はその事由を詳記し、保証人連署のうえ学長に願い出、その許可を得な

ければならない。やむを得ない事由により、本人の願い出ができない場合は、保証人がその事実を証

する書類を提出するものとする。 

２  退学を願い出る者は、願い出た期日を含む学期の授業料その他の学費を納入していなければなら

ない。 

 

（転学）  

第３４条  他の大学等へ転学を希望する者は、保証人連署のうえ学長に願い出、その許可を得なけれ

ばならない。 

（休学） 

第３５条 疾病その他止むを得ない事情により３ヶ月以上修学することが出来ない者は、保証人

連署の上学長に願い出、その許可を得なければならない。 

２ 前項の休学のうち疾病による場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

３ 休学の始期は、学長が承認した月の月初の日とする。 

４ 休学を終え復学しようとする者は、保証人連署の上願い出、その許可を得なければならない。

その場合において休学の理由が疾病にあった者は、回復を証明する医師の診断書を添付しなけ

ればならない。 

５ 休学の終期は、学長が承認した月の翌月の月初の日とする。 
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（休学の期間） 

第３６条 休学期間は１年を超えることができない。ただし特別の事由があると認められた者に

あっては引続き１年を限度として延長することができる。 

２ 休学の期間は通算して２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は在学年数に通算しない。 

 

 

 

（復学） 

第３７条 休学期間満了の時、又は休学期間内であってもその事由が消滅した時は、学長の許可

を得て復学することができる。 

 

（除籍） 

第３８条 次の各号の一に該当する者は教授会の審議を経て学長が除籍する。 

一  第５条に規定する在学年限を超えた者  

二  長期間にわたり行方不明の者 

三  第３９条に定める学納金が未納付であり、督促を受けても期日までに納付しない者 

四  第３６条第２項に定める休学の期間を経てなお、復学できない者 

 

第７章 学納金・検定料及び奨学制度 

 
（学納金等） 

第３９条 本学の入学登録料、授業料、施設設備費（以下「学納金」という。）、検定料（以下、「学納金等」

という。）その金額及び納入方法、納入猶予、納入免除等については「学納金等に関する規程」に定め

る。 

２  科目等履修生の学納金等の納入方法は「湘北短期大学科目等履修生規程」の定めるところによる。 

 

（納付された学納金） 

第４０条 納入された学納金等は、学納金規程に定める場合を除き返還しない。  

 

（奨学制度） 

第４０条の２ 本学に奨学制度を設ける。奨学制度に関する規程は、別に定める。 

 

第８章 教職員組織 

 

（教職員） 

第４１条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員等の職員をおく。 
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２ 前項のほか、副学長をおくことができる。 

 

第４１条の２ 学長は、本学を代表し、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

 

 

 

 

第９章 教授会 

 

（教授会） 

第４２条 本学に、教授会を置く。 

 

（教授会の構成） 

第４３条 教授会は学長および教授をもって構成する。 

２ 本学則第４１条第２項の規定により副学長を置く場合は、副学長を構成員に加えるものとす

る。 

３ 学長が必要と認めるときは、准教授、専任講師、助教及び助手を構成員に加えることができ

る。 

４ 学長が必要と認めるときは、教授会に構成員以外の者を出席させることができる。 

 

（教授会の招集等） 

第４４条 学長は教授会を招集しその議長となる。ただし学長に事故あるときはあらかじめ学長

が指名した教授が議長となる。 

２ 学長に事故あるときは、副学長が議長となる。 

３ 学長及び副学長がいずれも事故あるときは、あらかじめ学長が指名する者が議長となる。 

４ 学長は教授会の構成員の３分の２以上から審議事項を付して要請があった場合には、要請の

あった日から７日以内に教授会を開催しなければならない。 

 

（教授会の開催） 

第４５条 教授会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ開催することができない。 

 

（審議事項） 

第４６条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとす

る。 

（１） 学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２） 学位の授与 

（３） 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこと
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が必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、及び学長の求めに応じ意見を述べることができる。 

 

（運営規程への委任） 

第４７条  その他教授会の運営に関し必要とする事項については別に定める。 

 

 

第１０章 科目等履修生及び外国人留学生 

 

（科目等履修生） 

第４８条  本学において開設する授業科目のうち、１科目又は数科目を選んで履修を希望する者

があるときは、当該科目の授業に支障がない限りにおいて選考の上科目等履修生として入学を

許可することがある。 

２  科目等履修生には、本学則第１３条及び第１７条の規定を準用して単位を与えることができ

る。 

３  科目等履修生について必要な事項は別に定める。 

 

（外国人留学生） 

第４９条  外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を希望

する者があるときは選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２  外国人留学生について必要な事項は別に定める。 

 

第１１章 賞罰 

 

（表彰） 

第５０条  学生として表彰に値する行為があった時は、学長はこれを表彰することができる。 

 

（罰則） 

第５１条  本学の学則に違反し、また本学の学生としてあるまじき行為があったときは、「学生

懲戒内規」に基づき、学長は教授会の審議を経て懲戒する。 

２ 前項の懲戒は退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は次の各号の１に該当する学生に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

三 正当の理由がなくて出席が常でない者 

四 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
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第１２章 公開講座 

 

（公開講座の開設） 

第５２条  本学において必要あると認められる時は、公開講座を設けることがある。 

 

 

第１３章 図書館 

 

（図書館） 

第５３条  本学に図書館をおく。 

２ 図書館に関し必要な事項は別に定める。 

 

第１４章 厚生施設等 

 

（厚生施設） 

第５４条  本学に厚生補導のための施設として、保健室、食堂等をおく。 

２  厚生施設の運営に関し必要な事項があるときは別に定める。  

付則 

１．この学則は、昭和４９年４月１日より施行する。 

１．この学則は、昭和５０年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５１年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５２年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５３年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５４年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５５年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５６年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５７年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５８年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和５９年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和６０年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和６１年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和６２年４月１日より適用する。 

１．この学則は、昭和６３年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  元年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ２年４月１日より適用する。 
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１．この学則は、平成  ３年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ４年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ５年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ６年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ７年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ８年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成  ９年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成１０年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成１１年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成１２年４月１日より適用する。 

１．この学則は、平成１３年４月１日より施行する。 

１．この学則は、平成１４年４月１日より施行する。 

ただし、施行日以前に在学中の者は、改正前の学則を適用する。 

１．この学則は、平成１５年４月１日より施行する。 

ただし、平成１４年度以前に入学し、平成１５年４月１日現在在籍する学生については、入

学年度の学則を適用する。 

１．第４条の規定に関わらず、平成１５年度の各学科の収容定員は次のとおりとする。 

情報メディア学科  １３０人  電子情報学科１５０人 

生活プロデュース学科１３５人  生活科学科  １５０人  

保育学科      １００人  幼児教育科５０人 

総合ビジネス学科  １３５人  商経学科１５０人 

１．この学則は、平成１６年４月１日より施行する。 

ただし、平成１５年度以前に入学し、平成１６年４月１日現在在籍する学生については、入

学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成１７年４月１日より施行する。 

ただし、平成１６年度以前に入学し、平成１７年４月１日現在在籍する学生については、入

学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成１８年３月１日より施行する。 

１．この学則は、平成１８年４月１日より施行する。 

ただし、平成１７年度以前に入学し、平成１８年４月１日現在在籍する学生については、入

学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成１９年４月１日より施行する。ただし、平成１８年度以前に入学し、平成

１９年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２０年４月１日より施行する。ただし、平成１９年度以前に入学し、平成

２０年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２１年４月１日より施行する。ただし、平成２０年度以前に入学し、平成

２１年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２２年４月１日より施行する。ただし、平成２１年度以前に入学し、平成

２２年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 
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１．この学則は、平成２３年４月１日より施行する。ただし、平成２２年度以前に入学し、平成

２３年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２４年４月１日より施行する。ただし、平成２３年度以前に入学し、平成

２４年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２５年４月１日より施行する。ただし、平成２４年度以前に入学し、平成

２５年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

１．この学則は、平成２６年４月１日より施行する。ただし、平成２５年度以前に入学し、平成

２６年４月１日現在在籍する学生については、入学年度の学則を適用する。 

 

 

附則 

この学則は、平成２７年４月１日より施行する。ただし、平成２６年度以前に入学し、平成

２７年４月１日現在在籍する学生にかかわる第１０条の適用については、なお従前の例による。 

附則 

１ この学則は、平成２８年４月１日より施行する。ただし、平成２７年度以前に入学し、平成

２８年４月１日現在在籍する学生にかかわる第１０条、第１９条、第２１条の適用については、

なお従前の例による。 

２ 第４条の規定にかかわらず、平成２９年度までの収容定員は、次のとおりとする。 

 平成２８年度 

収容定員 

平成２９年度 

収容定員 

情報メディア学科 １００名 ０名 

総合ビジネス学科 １４０名 ０名 

生活プロデュース学科 ２８０名 ２８０名 

保育学科 ２４０名 ２４０名 

総合ビジネス・情報学科 ２２０名 ４４０名 

３ 情報メディア学科、総合ビジネス学科については、当該学科に在籍する者が、在籍しなくな

る日までの間、存続するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成２９年４月１日より施行する。ただし、平成２８年度以前に入学し、平成

２９年４月１日現在在籍する学生にかかわる第１０条の適用については、なお従前の例による。 

２ 第４条の規定にかかわらず、平成３０年度までの収容定員は、次のとおりとする。 

 平成２９年度 

収容定員 

平成３０年度 

収容定員 

総合ビジネス・情報学科 ４４０名 ４４０名 

生活プロデュース学科 ２６５名 ２５０名 

保育学科 ２５５名 ２７０名 

 



区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

専門科目 商 品 ・ 流 通 の 基 礎 Ⅰ 2 2

商 品 ・ 流 通 の 基 礎 Ⅱ 2 2

ビ ジ ネ ス 社 会 の 基 礎 Ⅰ 2 2

ビ ジ ネ ス 社 会 の 基 礎 Ⅱ 2 2

企 業 と 財 務 の 基 礎 Ⅰ 2 2

企 業 と 財 務 の 基 礎 Ⅱ 2 2

プ レ ゼ ミ ナ ー ル 1 1

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ 1 1

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ 1 1

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ 1 1

情 報 科 学 2 2

文 書 作 成 演 習 1 1

交 通 ビ ジ ネ ス 論 2 2

情 報 シ ス テ ム 2 2

初 級 簿 記 Ⅰ 2 2

初 級 簿 記 Ⅱ 2 2

ビ ジ ネ ス 会 計 論 2 2

初 級 販 売 士 総 論 Ⅰ 2 2

初 級 販 売 士 総 論 Ⅱ 2 2

色 彩 学 2 2

接 客 サ ー ビ ス 論 2 2

シ ョ ッ プ 企 業 論 1 1

オ フ ィ ス ワ ー ク の 基 礎 2 2

情 報 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 基 礎 1 1

世 界 遺 産 論 2 2

外 国 書 講 読 Ⅰ 1 1

外 国 書 講 読 Ⅱ 1 1

プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 演 習 2 2

情 報 デ ザ イ ン 2 2

Ｗ Ｅ Ｂ 基 礎 2 2

Ｉ Ｔ パ ス ポ ー ト （ 技 術 ・ 管 理 ） 2 2

ビ ジ ネ ス 能 力 2 2

ビ ジ ネ ス 情 報 入 門 2 2

ビ ジ ネ ス 情 報 演 習 1 1

マ ネ ジ メ ン ト の し く み 2 2

人 事 の し く み 2 2

現 代 ビ ジ ネ ス 事 情 2 2

ビ ジ ネ ス ゲ ー ム 1 1

デ ー タ 分 析 演 習 1 1

Ｖ Ｂ Ａ 演 習 1 1

Ｍ Ｏ Ｓ 演 習 1 1

オ ペ レ ー シ ョ ン ズ リ サ ー チ 2 2

商 業 簿 記 Ⅰ 2 2

商 業 簿 記 Ⅱ 2 2

中 級 簿 記 2 2

上 級 簿 記 2 2

工 業 簿 記 2 2

原 価 計 算 論 2 2

経 理 ・ 金 融 実 践 演 習 1 1

電 卓 計 算 演 習 1 1

コ ン ピ ュ ー タ 会 計 2 2

【別表１－Ⅰ　総合ビジネス・情報学科　教育課程表】
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区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

専門科目 所 得 税 法 と 会 計 2 2

金 融 経 済 入 門 2 2

Ｆ Ｐ ・ 資 金 計 画 論 2 2

Ｆ Ｐ ・ 資 金 運 用 論 2 2

Ｆ Ｐ 実 践 Ⅰ 2 2

Ｆ Ｐ 実 践 Ⅱ 2 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 2 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 論 2 2

消 費 者 行 動 論 2 2

シ ョ ッ プ マ ネ ジ メ ン ト 論 2 2

広 告 デ ザ イ ン 論 2 2

商 品 ・ 販 売 企 画 論 2 2

流 通 ・ 地 域 開 発 論 2 2

中 級 販 売 士 総 論 2 2

オ フ ィ ス ワ ー ク 演 習 Ⅰ 1 1

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 総 論 2 2

秘 書 ビ ジ ネ ス 論 2 2

ビ ジ ネ ス 文 書 演 習 1 1

社 会 文 化 論 2 2

異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 2 2

オ フ ィ ス ワ ー ク 演 習 Ⅱ 1 1

オ フ ィ ス プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 1 1

情 報 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 応 用 1 1

現 代 社 会 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 2 2

組 織 心 理 学 2 2

言 語 表 現 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 2 2

観 光 概 論 2 2

観 光 産 業 企 業 論 2 2

観 光 ビ ジ ネ ス 論 2 2

ホ ス ピ タ リ テ ィ ー 論 2 2

ホ テ ル マ ネ ジ メ ン ト 2 2

観 光 英 会 話 ・ 集 中 2 2

Ｃ Ａ Ｌ Ｌ 演 習 Ⅰ 1 1

Ｃ Ａ Ｌ Ｌ 演 習 Ⅱ 1 1

オ ー ス ト ラ リ ア 研 究 Ⅰ 2 2

旅 程 管 理 特 講 2 2

観 光 地 理 2 2

観 光 関 連 法 規 2 2

旅 行 実 務 論 2 2

実 用 英 会 話 Ⅰ （ R ） 2 2

実 用 英 会 話 Ⅱ （ R ） 2 2

オ ー ス ト ラ リ ア 研 究 Ⅱ （ R ） 2 2

実 用 英 作 文 （ R ） 2 2

時 事 英 語 （ R ） 2 2

比 較 文 化 （ R ） 2 2

海 外 ボ ラ ン テ ィ ア 演 習 （ R ） 1 1

C 言 語 プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2

C 言 語 プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 2 2

Ｊ ａ ｖ ａ プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2

Ｊ ａ ｖ ａ プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 2 2

携 帯 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 開 発 2 2
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区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

専門科目 Ｌ ｉ ｎ ｕ ｘ 2 2

サ ー バ ー 構 築 2 2

組 込 み シ ス テ ム 2 2

ゲ ー ム デ ザ イ ン 2 2

デ ー タ 構 造 論 2 2

基 本 情 報 2 2

情 報 処 理 シ ス テ ム 2 2

プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ー ジ メ ン ト 2 2

シ ス テ ム 開 発 2 2

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2

デ ザ イ ン 論 2 2

コ ン ピ ュ ー タ 基 礎 2 2

Ｐ Ｃ サ ポ ー ト 2 2

ビ ジ ュ ア ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 2 2

映 像 表 現 2 2

Ｗ Ｅ Ｂ レ イ ア ウ ト 2 2

Ｗ Ｅ Ｂ サ イ ト デ ザ イ ン 2 2

マ ル チ メ デ ィ ア 論 2 2

デ ー タ 活 用 2 2

Ｃ Ｇ 理 論 2 2

Ｄ Ｔ Ｐ 基 礎 2 2

Ｃ Ａ Ｄ 概 論 2 2
Ｗ Ｅ Ｂ プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2

16 210 226

16 210 226【総合計】

【小計】
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区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

専門科目 生 活 プ ロ デ ュ ー ス 概 論 2 2

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ 1 1

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ 2 2

ゼ ミ ナ ー ル Ⅲ 1 1

女 性 の ラ イ フ ス タ イ ル 論 2 2

オ フ ィ ス ワ ー ク 演 習 1 1

オ フ ィ ス ワ ー ク 総 論 2 2

メ デ ィ カ ル ク ラ ー ク Ⅰ 2 2

メ デ ィ カ ル ク ラ ー ク Ⅱ 2 2

サ ー ビ ス 介 助 演 習 1 1

色 彩 学 2 2

フ ァ ッ シ ョ ン 基 礎 実 験 1 1

子 供 服 と 小 物 の 演 習 1 1

フ ァ ッ シ ョ ン デ ザ イ ン 論 2 2

テ キ ス タ イ ル デ ザ イ ン 2 2

カ ラ ー と ク ラ フ ト 1 1

フ ァ ッ シ ョ ン 販 売 論 2 2

フ ァ ッ シ ョ ン ビ ジ ネ ス 論 2 2

ラ ッ ピ ン グ コ ー デ ィ ネ ー ト 演 習 1 1

フ ァ ッ シ ョ ン と 生 活 2 2

ア パ レ ル メ イ キ ン グ 実 習 2 2

リ ビ ン グ ケ ア 2 2

フ ァ ッ シ ョ ン コ ー デ ィ ネ ー ト 演 習 1 1

ア パ レ ル 企 画 演 習 1 1

フ ァ ッ シ ョ ン プ ロ デ ュ ー ス 1 1

フ ァ ッ シ ョ ン と 心 理 2 2

ブ ラ イ ダ ル コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 2 2

食 物 と 健 康 2 2

ト ー タ ル ク ッ キ ン グ Ⅰ 2 2

フ ー ド コ ー デ ィ ネ ー ト 基 礎 2 2

栄 養 学 Ⅰ 2 2

食 品 学 2 2

ト ー タ ル ク ッ キ ン グ Ⅱ 2 2

フ ー ド ビ ジ ネ ス 特 講 2 2

栄 養 学 Ⅱ 2 2

食 空 間 プ ラ ン ニ ン グ 2 2

食 空 間 コ ー デ ィ ネ ー ト 1 1

運 動 科 学 2 2

ラ イ フ ス テ ー ジ と 食 物 2 2

調 理 学 2 2

食 品 の 流 通 ・ 消 費 2 2

食 の 企 画 と 演 出 1 1

食 品 衛 生 学 2 2

食 商 品 の 理 解 2 2

環 境 と 暮 ら し 2 2

イ ン テ リ ア 計 画 2 2

イ ン テ リ ア コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 1 1

ビ ジ ュ ア ル デ ザ イ ン 1 1

カ ラ ー コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 2 2

専門科目 イ ン テ リ ア 設 計 Ⅰ 2 2

【別表１－Ⅱ　生活プロデュース学科　教育課程表】
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区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

住 ま い の 計 画 2 2

福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー ト 論 2 2

Ｃ Ａ Ｄ 入 門 1 1

デ ィ ス プ レ イ ・ 収 納 計 画 演 習 1 1

イ ン テ リ ア 設 計 Ⅱ 1 1

イ ン テ リ ア 販 売 2 2

イ ン テ リ ア デ ザ イ ン プ ロ デ ュ ー ス 1 1

イ ン テ リ ア 構 法 2 2

イ ン テ リ ア 設 計 Ⅲ 1 1

卒 業 制 作 2 2

家 族 と イ ン テ リ ア 2 2

イ ン テ リ ア 雑 貨 と フ ァ ニ チ ャ ー デ ザ イ ン 1 1

発 達 心 理 学 2 2

布 お も ち ゃ 製 作 1 1

キ ッ ズ ス ペ ー ス 論 2 2

心 理 学 2 2

子 ど も の ワ ー ク シ ョ ッ プ 演 習 Ⅰ 1 1

チ ャ イ ル ド ケ ア 論 2 2

接 客 サ ー ビ ス 特 講 2 2

自 己 理 解 の 心 理 学 2 2

創 作 絵 本 の 制 作 1 1

子 ど も の 食 生 活 ( 演 習 含 む ） 2 2

ユ ニ バ ー サ ル フ ァ ッ シ ョ ン の 演 習 1 1

子 ど も の ワ ー ク シ ョ ッ プ 演 習 Ⅱ 1 1

社 会 福 祉 論 2 2

子 ど も ・ 教 育 ・ 社 会 2 2

家 族 心 理 学 2 2

手 話 入 門 1 1
9 120 129
9 120 129【総合計】

【小計】
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区分 授 業 科 目 必修 選択 合計 教職免許 保育士 備考

単位数 単位数 単位数 必修 必修

保健体育 体 育 実 技 ／ 理 論 2 2 ○ ○

【 小 計 】 2 0 2

専門科目 日 本 国 憲 法 2 2 ○ ○

情 報 処 理 入 門 Ⅰ 1 1 ○

情 報 処 理 入 門 Ⅱ 1 1 ○

社 会 福 祉 2 2 ○

相 談 援 助 1 1 ○

児 童 家 庭 福 祉 2 2 ○

保 育 原 理 2 2 ○ ○

社 会 的 養 護 2 2 ○

教 育 原 理 2 2 ○ ○

保 育 課 程 論 2 2 ○ ○

教 育 職 業 論 2 2 ○ □

保 育 者 論 2 2 ○

国 際 児 童 福 祉 2 2

地 域 福 祉 論 2 2

保 育 の 心 理 学 Ⅰ 2 2 ○ ○

保 育 の 心 理 学 Ⅱ 1 1 ○ ○

子 ど も の 保 健 Ⅰ 4 4 ○

子 ど も の 保 健 Ⅱ 1 1 ○

子 ど も の 食 と 栄 養 2 2 ○

家 庭 支 援 論 2 2 ○

青 年 心 理 学 2 2 □

保 育 内 容 総 論 1 1 ○ ○

健 康 の 指 導 1 1 ○ ○

環 境 の 指 導 1 1 ○ ○

人 間 関 係 の 指 導 1 1 ○ ○

言 葉 の 指 導 1 1 ○ ○

表 現 の 指 導 1 1 ○ ○

乳 児 保 育 2 2 ○

地 域 子 育 て 支 援 論 1 1

手 話 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1 1

障 害 児 保 育 2 2 ○

社 会 的 養 護 内 容 1 1 ○

表 現 の 指 導 （ 音 体 ） 1 1 ○ ○

表 現 の 指 導 （ 造 形 ） 1 1 ○ ○

児 童 文 化 2 2 □

教 育 方 法 論 2 2 ○

幼 児 相 談 論 2 2 ○

保 育 相 談 支 援 1 1 ○

造 形 2 2 ○

造 形 Ⅱ 1 1 □

幼 児 体 育 2 2 ○

音 楽 2 2 ○

幼 児 体 育 Ⅱ 1 1 □

音 楽 Ⅱ 2 2 ○ □

音 楽 Ⅲ 2 2 □

保 育 ・ 教 職 実 践 演 習 （ 幼 稚 園 ） 2 2 ○ ○

教 育 実 習 4 4 ○

教 育 実 習 指 導 1 1 ○

【別表１－Ⅲ　保育学科　教育課程表】
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区分 授 業 科 目 必修 選択 合計 教職免許 保育士 備考

単位数 単位数 単位数 必修 必修

専門科目 保 育 実 習 Ⅰ （ 保 育 所 ） 2 2 ○

保 育 実 習 Ⅰ （ 施 設 ） 2 2 ○

保 育 実 習 指 導 Ⅰ 2 2 ○

保 育 実 習 Ⅱ 2 2

保 育 実 習 指 導 Ⅱ 1 1

保 育 実 習 Ⅲ 2 2

保 育 実 習 指 導 Ⅲ 1 1

ゼ ミ ナ ー ル 2 2

進 路 ・ 生 活 指 導 1 1

32 63 95
34 63 97

備考：保育士資格取得には□科目から２単位以上、
　　　◎科目（２科目）または■科目（２科目）から３単位以上選択必修

◎

■

【小計】
【総合計】
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区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

リベラル 日 本 語 リ テ ラ シ ー Ⅰ 2 2

アーツ 日 本 語 リ テ ラ シ ー Ⅱ 2 2

科目 情 報 リ テ ラ シ ー 1 1

情 報 リ テ ラ シ ー 演 習 1 1

生 涯 ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ 1 1

生 涯 ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅱ 1 1

現 代 社 会 と 倫 理 2 2

現 代 の 人 間 関 係 分 析 2 2

社 会 と 環 境 2 2

日 常 生 活 と 法 2 2

現 代 日 本 文 化 論 2 2

日 本 の 近 現 代 史 2 2

社 会 と 経 済 の し く み 2 2

メ デ ィ ア 論 2 2

シ ー ズ ン ス ポ ー ツ 1 1

芸 術 鑑 賞 入 門 1 1

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン リ テ ラ シ ー 2 2

2 26 28

2 26 28

区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

国際理解 ジ ェ ネ ラ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅰ 1 1

科目 ジ ェ ネ ラ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅱ 1 1

ジ ェ ネ ラ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅲ 1 1

ジ ェ ネ ラ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅳ 1 1

英 語 2 2

エ ッ セ ン シ ャ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ 1 1

イ ン グ リ ッ シ ュ ・ グ ラ マ ー Ⅰ ・ Ⅱ 2 2

ア ド ヴ ァ ン ス ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅰ 1 1

ア ド ヴ ァ ン ス ・ イ ン グ リ ッ シ ュ Ⅱ 1 1

実 用 英 語 （ Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ ） 1 1

海 外 英 語 研 修 2 2

中 国 語 1 1

異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 演 習 1 1

外 国 事 情 2 2

0 18 18

0 18 18

【総合計】

【小計】

【小計】

【総合計】

【別表１－Ⅳ　リベラルアーツ科目　教育課程表】

【別表１－Ⅴ　国際理解科目　教育課程表】

23



区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

インターン 夏 季 イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 長 期 ） 2 2

シップ科目 春 季 イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 長 期 ） 2 2

夏 季 イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 短 期 ） 1 1

春 季 イ ン タ ー ン シ ッ プ （ 短 期 ） 1 1

イ ン タ ー ン シ ッ プ リ テ ラ シ ー 1 1

0 7 7

0 7 7

区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

就業力 キ ャ リ ア リ テ ラ シ ー （ 社 会 人 基 礎 ） 2 2

育成科目 キ ャ リ ア ベ ー シ ッ ク （ Ｓ Ｐ Ｉ ） 2 2

就 職 活 動 対 策 講 座 1 1

キ ャ リ ア ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ 2 2

0 7 7

0 7 7

区分 授 業 科 目 必修単位数 選択単位数 合計単位数 備考

日本語 日 本 語 2 2

科目 日 本 事 情 Ⅰ 2 2

日 本 事 情 Ⅱ 2 2

0 6 6

0 6 6

【小計】

【総合計】

【別表１－Ⅵ　インターンシップ科目　教育課程表】

【別表１－Ⅶ　就業力育成科目　教育課程表】

【別表１－Ⅷ　日本語科目　教育課程表】

【総合計】

【小計】

【小計】

【総合計】
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学則変更の趣旨等を記載した書類 

 

ア．学則変更（収容定員変更）の内容 

 湘北短期大学では、平成 29年度から、短大全体の入学定員（480名）の増加を伴わない学

科間の定員変更を行い、以下のとおりとする。 

                

学 科 

（旧）平成 28年度迄 （新）平成 29年度から 

入学定員 入学定員 増減 

保育学科 120 (名) 135 (名) ＋15 (名) 

生活プロデュース学科 140 125 －15 

総合ビジネス・情報学科 

【H28年度 開設】 
220 220 ±0 

情報メディア学科 【H28年度から学生募集停止】   

総合ビジネス学科 【H28年度から学生募集停止】   

計 480 480 ±0 

※平成 28年度から、「総合ビジネス・情報学科」を設置。 

※移行期間となる平成 28 年度の収容定員は、情報メディア学科 100 名、総合ビジネス学

科 140 名、総合ビジネス・情報学科 220 名、生活プロデュース学科 280 名、保育学科

240名の計 980名となる。         

※情報メディア学科、総合ビジネス学科は、それぞれの在学生の卒業を以って廃止する。 

 

イ．学則変更（収容定員変更）の必要性 

学校法人ソニー学園は、昭和 39年にソニー株式会社の寄附により設立され、翌昭和 40年

4月に「ソニー学園厚木高等学校」を開校し（昭和 51年閉校）、昭和 49年 4月に「湘北短期

大学」を開設した。 

湘北短期大学は、昭和 49年に電子工学科（平成 15年度、情報メディア学科に名称変更）、

生活科学科（平成 15年度、生活プロデュース学科に名称変更）の 2学科で開校した。その後

昭和 54年には幼児教育科（平成 15年度、保育学科に名称変更）、昭和 60年には商経学科（平

成 15年度、総合ビジネス学科に名称変更）を開設するなど、社会の要請に応じて学科数・定

員を拡大して、平成 27年度現在では 4学科を擁する神奈川県下最大規模の総合短期大学とな

り、これまで 2万名余の有為な人材を社会に送り出してきた。 

本学は、教育の理念である「社会でほんとうに役立つ人材を育てる」を実現するため、し

っかりとした基礎能力と専門知識の修得に加え、社会を力強く生きていくための人間力の向

上を重視した教育を行っている。 

 

これまでの学生募集においては、おおむね順調に推移してきたが、近年の短期大学全体を

取巻く社会情勢の変化等により、一部学科について定員未達の状況が生じている。 

そのため、本学は学科編成と定員の適正化を意図した全学科の再編計画を策定し、これに

基づき、平成 28 年度からは既設の総合ビジネス学科（入学定員 140 名）と情報メディア学
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科（入学定員 100 名）を改組して、新たに「総合ビジネス・情報学科」（入学定員 220 名）

を開設した。加えて平成 29 年度からは、保育学科（入学定員 120 名）と生活プロデュース

学科（入学定員 140名）について、両学科の学生入学状況の実態に合せて、定員変更（増減）

を行うこととした。 

具体的には入学総定員を変えないという前提の下に、平成 29年度から保育学科の入学定員

を 15名増員し 135名に、生活プロデュース学科の入学定員を 15名減員し 125名とする。 

 

 新入学定員 135名（15名増員）とする保育学科にあっては、保育者を志す高校生の志願者

数が高水準であることから、平成 20 年度から入学定員を現在の 120 名（20 名増員）とした

が、以降も高い入学志願倍率は続いており、直近 5年間平均では 1.86倍となっている。また、

直近 5年間の入学者数平均は 133名で、入学定員を上回っているのが実態である。【資料 1】 

本学保育学科の卒業生は、ほぼ全員が幼稚園教諭二種免許・保育士資格を取得し、免許・

資格を生かした直近 5年間平均の専門職としての就職率は約 94％と高い水準にあり、今後も

幼稚園・保育所その他福祉施設等からの質の高い保育者の輩出の期待に応えることができる

と考える。【資料 3】 

過去 5年間（平成 23年度～27年度）の幼稚園・保育所からの求人件数は平均約 840件で

学科定員の約 7 倍の求人があり、神奈川県内の有力保育者養成校としての固い基盤を有して

いる。【資料 4】 

 

国においては、少子化対策／子ども・子育て支援新制度が推進されているが、その中で少

子化社会対策基本法第 7条に基づく大綱「子ども・子育てビジョン」に基づき、平成 29年度

末までに 44％に達する 3歳未満児に関する潜在需要も含めた待機児童解消を図っていくこと

にしている。 

また、平成 25年 4月に、「待機児童解消加速化プラン」（厚生労働省）が策定され、その柱

の一つには「保育の質拡大を支える保育士確保」が掲げられている。その後の、「保育士確保

プラン」（厚生労働省：平成 27年 1月 14日）では、平成 29年度末までに国全体として新た

に確保が必要となる保育士数は 69,000人と推計され、国及び地方自治体において保育士確保

のための様々な方策を図ることとしている。 

 本学が所在する神奈川県においても、「保育所等利用待機児童数の状況について」（平成 27

年 6 月 5 日記者発表資料）のとおり、「保育所等数・定員数の状況」では 12,100人超の定員

増を行っており、「待機児童数の状況」では 5年連続で減少しているが未だ 625人を数えてい

る。「今後の取組み」では、引き続き保育所等の整備を進め定員の拡充に努めるとともに、顕

在化している保育士不足への対応として、潜在保育士の職場復帰支援や地域限定保育士試験

の実施などによる保育士確保に取り組むこととしている。 

したがって、今回の定員変更による保育者養成の拡充は、神奈川県他自治体のニーズにも

貢献できるものと考えている。【資料 6、7】 

 

なお、本学科については、平成 27年 12月 3日付で、関東信越厚生局健康福祉部健康福祉

課長名で、保育士養成に対する定員超過状況を改善するよう指導を受けており、本学におい

てもその適正化を図るため、この定員増により入学者数を実態に合わせる計画である。この
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指定保育士養成施設に係る学則変更（定員増）については、窓口の神奈川県を通して厚生労

働省に申請手続きを行ない、書類を受理されている。 

 

生活プロデュース学科の入学者は、過去5年間に亘って現入学定員140名を下回っており、

その平均入学者数は 127 名、平均入学定員超過率は 0.90 倍となっている。【資料 1】この状

況の中で、同学科では、カリキュラムの改善や学生募集方法の工夫などの取り組みを行い、

入学者の減少を最小限に留めているが、今後も学生数の定員確保は厳しいと考えている。 

これらの状況から判断して、入学定員を実態に合わせ新定員 125 名とする。引き続き、進

学希望者のニーズを精査しながら、教育内容に改善を加えて新定員を確保できるよう努力し

ていく。 

 

 本学は以上のような環境の変化を踏まえて、平成 29年度から、大学全体の入学定員は現在

の 480名を維持する中で、保育学科の定員増（15名）と生活プロデュース学科の定員減（15

名）を行う。 

 

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

（ア）教育課程の変更内容 

 今回の定員変更に際しては、生活プロデュース学科の教育課程の変更は予定していない。

保育学科については学科専門科目を一部見直し、「国際児童福祉」、「地域福祉論」、「手話コ

ミュニケーション」を廃止する。 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容 

 今回の定員変更に際しては、増減員数が少ないことから、保育学科及び生活プロデュース

学科とも教育方法及び履修指導方法の変更は予定していない。 

（ウ）教員組織の変更内容 

 定員増を行う保育学科の専任教員の人数は、文部科学省短期大学設置基準（10名）及び厚

生労働省指定保育士養成施設指定基準（10名）を上回る 12名（平成 27年度）を既に配置

しており、定員増を行う平成 29年度以降も同様に 12名を配置する。 

 定員減を行う生活プロデュース学科の専任教員の人数は、文部科学省短期大学設置基準（7

名）を上回る 11 名（平成 27 年度）を配置しており、定員減を行う平成 29 年度以降は 10

名を配置する。 

（エ）大学全体の施設・設備の変更内容 

 今回の保育学科の定員増にあたっては、施設設備の新たな整備は行わないが、平成 15年度

の定員増に際して新棟を建設し、電子ピアノ教室、幼児体育教室、造形教室を 1 室から 2

室に倍増、普通教室の増設（2室）、ピアノ個人レッスン室増設等の対策を既に施しており、

新定員 135 名の学生にも十分対応できるものとなっている。また、既設教室においても、

保育演習室の改修、保育実習ラウンジの整備等（平成 27年度）を行い、少人数教育やアク

ティブラーニング等でより効果的な教育が展開できるよう体制を整えている。 

 定員減を行う生活プロデュース学科においては、学科の教育目標である「自立して輝く女

性の養成」を目指し、ファッション、フード、インテリアデザイン、子どもサービスの 4

つのコースを設けて、将来の進路を見据えた専門教育を教授する。そのために、ファッシ
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ョンデザイン室、調理学実習室、インテリアデザイン室に加えて、ワークショップ演習室

を新設し、双方向性を重視した授業展開を行う。また、学生が企業や団体で実際の仕事を

体験するインターンシップ教育にも、引き続き力を入れていく。 

 

以上の事由に基づき、湘北短期大学の収容定員に係る学則変更を届け出るものである。 

 

 

 

※【資料１】【資料３】【資料４】【資料６】【資料７】は、 

「６ 学生の確保の見通し等を記載した書類」に共通して添付。 
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             学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

   （１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組み状況 

   ①学生の確保の見通し 

   ア 定員充足の見込み 

保育学科（昭和 54年開設）、生活プロデュース学科（昭和 49年開設）とも、長い教育実績

を持つ既設の学科で、学生募集エリアの高校及び受験生に対しての安定した認知度と入学実

績を保っている。  

新入学定員 135 名（15名増員）とする保育学科にあっては、平成 20 年度から入学定員を

現在の 120名（20名増員）としたが、以降も高い入学志願倍率が続いており、直近 5年間平

均では 1.86 倍（資料 1 参照）である。また、直近 5 年間の入学者数平均は 133 名（資料 1

参照）であり、135名の新定員の充足は可能である。 

新入学定員 125名（15名減員）とする生活プロデュース学科にあっては、直近 5年間の入

学者数平均は 127名（資料 1参照）であり、125名の新定員の充足は可能である。 

 

   イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

【資料 1】湘北短期大学 過去 5年間の志願者数、入学者数の状況 

 資料１は平成 24～28 年度（過去 5 年間）における、学科別の志願者数、入学者数、超過

率の実績である。保育学科の新入学定員 135名、生活プロデュース学科の新入学定員 125名

とも、過去 5 年間の入学者実績から、両学科とも定員充足となる学生確保は十分可能である

と考える。 

   

【資料 2】短期大学の関係学科別入学志願者数及び入学者数（神奈川県HPより転載）  

＜平成 27年度文部科学省学校基本調査のうち、神奈川県内の短期大学の結果＞ 

資料 2 は神奈川県内の短期大学の学科（分野）について、入学志願者数と入学者数を示し

たもので、平成 27年度短期大学入学志願者 4,077名のうち、教育分野を志願した者が 1,569

名（38.4％）と全体の約 4割を占めていて突出して多い。また志願倍率は 1.14倍となってい

る。これらから、保育学科を志望する者は、今後も高い水準で推移するものと思われる。 

同じデータから、家政分野を志願した者は 480名（11.7％）で、志願倍率は 1.45倍となっ

ている。これらから、生活プロデュース学科を志望する者は、一定の母数があるものと思わ

れる。 

 

②学生確保に向けた具体的な取組状況 

本学入学者アンケートでは、志望校選択に有効であった情報としてオープンキャンパス（3

年平均：87.3%）、大学案内パンフレット（同：68.8%）、ホームページ（同 54.0%）が圧倒的

上位を占めている。また受験を決めた時期として、高校 3 年 6 月までが 68.9%、8 月までが

92.4%を占めている。この状況を踏まえ、高校生徒・保護者、高校教員の視点に立った情報

提供を図るべく、従来活動をベースに世の中の動向を俯瞰し、毎年適切な改善を加え取り組

んでいる。 
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ア オープンキャンパス開催 

・オープンキャンパスの土曜午後や日曜開催を組み合わせることにより、私立高校生や部活

動に取り組む生徒及び保護者が参加しやすい環境を整えている。 

・模擬授業、面接講座、保護者説明会は、実施タイミングの早期化、内容の充実と合わせ有

機的に繋がる年間のプログラムとし、湘北の学びへの関心を引き付けるとともに深い理解

につながる活動を行っている。 

・参加者アンケートにある疑問・質問に即時対応しホームページ上に公開、広く情報の共有

に努めている。 

イ 高等学校とのコミュニケーション 

・本学を含め地域別に 4 ケ所で入試懇談会を開催し、入学者選抜及び本学の学びについて高

校教員との情報共有や意見交換を進めている。 

・教職員による高校訪問を行い、中でも入試懇談会に参加できなかった高校への情報提供及

び情報交換に努めている。 

・オープンキャンパスやイベント開催情報、特待生試験情報、奨学生制度など各種パンフレ

ットをタイミングに合わせ送付し、本学の取組について継続的な認知活動に努めている。 

ウ メディアを活用した情報提供 

・大学案内パンフレットは、高校生徒・保護者が知りたい情報を洗い出し、有用情報にまと

め直すとともに、学問の学びのほか就職に向けた本学の支援体制やその活動など、本学キ

ャンパスライフ全般が理解できるものとしている。 

・ホームページは、高校生徒・保護者ともに普及が進んだスマートフォンからのアクセスに

着目し、情報プラットフォームとしての機能を低下させることなく情報の整理を行い、知

りたい情報への容易なアクセスを可能とする閲覧性を高めている。平成 27年度の月平均訪

問者数は 7,000名を超え、アクセスは確実に高まっている。 

・ＬＩＮＥ活用により（平成 25 年開始）、湘北イベント情報など新鮮かつ的確なタイミング

での情報発信を行い外出先でも常に情報を入手できる。登録者は当初 500 名から年々増加

し平成 27年度は 4,100名を超えるなど、本学独自の情報提供ができる有力な情報媒体のひ

とつとなっている。 

・通学圏や高校の短大進学動向などエリアの特徴を捉え、湘北ブランド認知を広めるべく（特

に保護者を対象）地域に根付くコミュニティ誌への情報掲載を継続している。 

エ 組織的な取組 

学生募集、入学者選抜に関しては、教員及び職員から構成される学生募集委員会、入試総

合委員会を組織している。年複数回開催される委員会は、常に環境の変化に対応すべく課

題の抽出・改善の手立てを模索、解決を具体化しながら学長のリーダーシップのもと運営

を行う機能を果たしている。 

 

（２）人材需要の動向等社会の要請 

①人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

 保育学科は、幼稚園、保育所その他の施設において、人間形成の基礎となる乳幼児期から

の保育・教育に携わる保育者として、豊かな人間性と専門性を併せ持つ優秀な人材の育成を

目的とする。本学科では、「徹底した実習指導」「独自の表現活動」「教員の個別指導」を特長
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として、保育現場で必要とされる「実践力」「表現力」「コミュニケーション力」を身に付け

ることに主眼を置く。 

卒業生のほぼ全員が、2 年間で幼稚園教諭二種免許、保育士資格を同時に取得する。卒業

後は、免許・資格を生かした保育専門職としての就職が圧倒的で、昭和 54年の学科開設以降、

地元神奈川県下の幼稚園・保育所を中心に、これまで約 3,000 名の卒業生を輩出している。

これら卒業生が得た高い評価は、本学と数多くの園との信頼関係に結びついており、学生の

実習受入れや就職で好循環が形成されるとともに、教員が保育現場で何が求められているか

常に意識して学生指導に生かす機会となっている。本学科では、保育を学ぶ充実した学修環

境と園での現場体験等を通じて、保育現場から求められている高い資質を持った保育者養成

の期待に応えている。 

 

生活プロデュース学科では、快適で魅力ある生活をプロデュースする専門知識と技術を養

い、自立した女性として社会に貢献できる、豊かな人間性と特長ある人材を育成することを

目指して、ファッション、フード、インテリアデザイン、子どもサービスの 4 コースそれぞ

れの専門的な知識や技術を身につける授業科目により、その専門性を生かした人材養成に応

えることができる。また、就業力育成科目群の必修科目「キャリアリテラシー」に加えて、

「生活プロデュース概論」「ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「女性のライフスタイル論」を学科必

修科目におき、女性が仕事をして生きていくことについて具体的に考え、卒業後の自らの生

き方をイメージする機会を提供している。その中で、卒業生や企業人事担当者を招いての講

演会を実施するなど、できるだけ具体的な就業のイメージをつかむ機会を設け、就業意識の

高い人材を輩出している。 

 

②上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

【資料 3】保育学科 資格・免許取得状況 

 過去 5 年間（平成 23 年度～27 年度）の保育学科卒業生は、ほぼ全員が幼稚園教諭二種免

許・保育士資格を取得し、免許・資格を生かした専門職としての就職率平均は約 94％と高い

水準にあり、今後も幼稚園・保育所その他福祉施設等からの質の高い保育者の輩出の期待に

応えることができると考える。 

 

【資料 4】保育学科 求人・就職状況 

 過去 5年間（平成 23年度～27年度）の幼稚園・保育所からの求人件数は平均約 840件で

学科定員の約 7 倍の求人がある。資料 6 に示すとおり、神奈川県内の幼稚園・保育所では、

有資格者の募集・採用活動を積極的に行っており、地域的な人材需要の動向に対応するもの

である。 

 

【資料 5】保育学科 地域別 出身、就職先 

 資料 5は過去 2年間（平成 26～27年度入学、平成 24～25年度卒業）の保育学科入学者の

出身地域（高校所在地）及び就職地域（園所在地）を分類したものである。保育学科の学生

出身地、卒業生の就職地域とも神奈川県内が 80％以上を占めており、県内出身者が県内に就

職するという地域との関係性が色濃く現れている。 
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【資料 6】保育所等利用待機児童数の状況について 

＜神奈川県 平成 27年 6月 5日記者発表資料＞ 

 資料 6 は神奈川県における待機児童の状況、保育所等数・定員数の状況、今後の取組みを

示したものである。神奈川県では、保育所の利用率が年々増加しており、行政として待機児

童数の減少に向け、保育所等数の整備・定員の拡充を進めるとともに、保育所の整備に伴っ

て顕在化している保育士不足への対応策を講じていくことが示されている。 

 

【資料 7】神奈川県子ども・子育て人材需給状況調査（抜粋） 

 神奈川県が、県内の幼稚園・認可保育所（送付数 1,977件、回答数 1,549件、回答率 78.4％）

に対して実施した「神奈川県子ども・子育て支援人材需給状況調査」（平成 26 年 4 月）によ

れば、 

① 「問 2有資格の募集・応募状況」において、より多くの有資格者が必要な保育所の方が保

育士確保に苦労している状況が窺える。 

② 「問 5新卒の有資格者の募集・採用活動の方法と効果」において、新卒者の募集は、県内

の養成校からによる割合が最も多い。 

③ 「問 8養成校との関係、養成校への要望」において、新卒者の推薦を積極的に行ってほし

い、新卒者が県内の園に就職するよう強く指導してほしいなどが、養成校への要望として

上位を占める。 

これらから、神奈川県内の幼稚園、保育所では、県内養成校からの人材供給について高い

期待を有していることが窺える。 

 

【資料 8】生活プロデュース学科 就職状況 

生活プロデュース学科卒業生の過去 3年間（平成 25年度～27年度）の平均就職率は 95％

を超える実績を持つ。就職先の業種は、それぞれのコースの専門性を生かせる業種に限らず、

幅広く販売業、サービス業が含まれている。社会において販売、サービス人材がより多く求

められている傾向があり、その要請に応えている。過去 3年間の卒業生の職種の内訳は、販

売従事者 52.0％、事務従事者 31.1％、サービス職業従事者 13.7%である。本学科の卒業生は、

幅広い人材需要に対応しており、今後とも就職先の確保は十分に可能であると考える。 
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   【資料 1】過去 5 年間の志願者数、入学者数の状況 

  28 年度 27 年度  26 年度  25 年度  24 年度 

 

湘北短期大学 

（全体） 

入学定員   480   500   500   500   500 

志願者数   653   706   582     654     618 

入学者数   504   522   472     496     473 

(超過率)  （1.05）  (1.04)    (0.94)    (0.99)    (0.94) 

 

保育学科 

 

 

入学定員   120   120   120   120   120 

志願者数   250   269   212   264   252 

入学者数   134   133   131    134   135 

(超過率) （1.11）  （1.10）  （1.09）  （1.11）  （1.10） 

 

生活プロデュース

学科 

入学定員   140   140   140   140    140 

志願者数   145   149   131   142   130 

入学者数   130   137   120   132   117 

(超過率)  （0.92）  （0.97）  （0.85）  （0.94）  （0.83） 

【平成 28 年度開設】 

総合ビジネス・情報

学科 

入学定員   220     

志願者数   258     

入学者数   240     

(超過率)  (1.09)     

【平成 28 年 4 月 
学生募集停止】 

 

情報メディア学科 

 

入学定員  100 100 100 100 

志願者数  85 67 91 101 

入学者数  73 59 84 94 

(超過率)  0.73 0.59 0.84 0.94 

【平成 28 年 4 月 
学生募集停止】 

 

総合ビジネス学科 

 

入学定員  140 140 140 140 

志願者数  203 172 157 135 

入学者数  179 162 146 130 

(超過率)  （1.27） （1.15） （1.04） （0.92） 
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【資料 2】平成 27 年度文部科学省学校基本調査のうち、神奈川県内の短期大学の結果 

 （神奈川県 HP より転載） 

 

 

 

【資料 3】 保育学科 資格・免許取得状況 

保育学科 28 年 3 月 27 年 3 月 26 年 3 月 25 年 3 月 24 年 3 月 

学生定員数 120 120 120 120 120 

卒業者数 130 134 130 135 120 

① 保育士資格取得者 130 133 128 135 117 

取得率 100％ 99.3% 98.5% 100.0% 97.5% 

② 幼稚園教諭２種免許取得者 127 133 121 133 115 

取得率 97.7％ 99.3% 93.1% 98.5% 95.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23　短期大学の関係学科別入学志願者数及び入学者数

入学志願者数 入学者数

計 男 女 計 男 女

4,537   291     4,246   3,245   172     3,073   

4,077   187     3,890   3,164   108     3,056   

公　　立 278     26      252     79      5      74      

私　　立 3,799   161     3,638   3,085   103     2,982   

4,077   187     3,890   3,164   108     3,056   

人 文 316     -      316     240     -      240     

社 会 531     45      486     498     35      463     

工 業 80      21      59      73      17      56      

保 健 949    68      881   541   24    517   

家 政 480    -      480   331   -     331   

教 育 1,569  32      1,537 1,376 20    1,356 

芸 術 152    21      131   105   12    93    

1　入学志願者数は、入学志願した者の全てを計上したものである。

2　入学者には、5月1日現在在籍していない者は含まれない。

3　該当者のいる学科のみ掲載した。

区　　分

平 成 26 年 度

平 成 27 年 度

＜ 昼 間 ＞
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【資料 4】 保育学科 求人・就職状況 

 区分 卒業年 28 年 3 月 27 年 3 月 26 年 3 月 25 年 3 月 24 年 3 月 

  

公立 

保育所 

   

求人件数 29 24 17 28 25 

％ 2.7％ 2.6% 1.9% 3.7% 4.0% 

就職者数 11 14 10 12 10 

％ 8.8％ 11.0% 8.4% 9.1% 9.0% 

 

私立 

保育所 

    

求人件数 655 535 523 402 311 

％ 62.0％ 58.9% 59.6% 53.3% 50.2% 

就職者数 63 62 70 66 60 

％ 50.8％ 48.8% 58.8% 50.0% 54.1% 

 

幼稚園 

   

  

求人件数 313 292 284 280 256 

％ 29.6％ 32.2% 32.3% 37.1% 41.3% 

就職者数 48 47 35 50 35 

％ 38.7％ 37.0% 29.4% 37.9% 31.5% 

 

福祉施設 

   

  

求人件数 59 57 54 44 28 

％ 5.6％ 6.3% 6.2% 5.8% 4.5% 

就職者数 3 4 4 4 6 

％ 2.4％ 3.1% 3.4% 3.0% 5.4% 

教育・ 

保育職計 

求人件数 1056 908 878 754 620 

就職者数 125 127 119 132 111 

就職率 96.2％ 94.8% 91.5% 97.8% 92.5% 

一般企業 就職者数 1 4 4 2 2 

進学  0 1 3 0 0 

その他  4 2 4 1 7 

卒業者数  130 134 130 135 120 
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【資料 5】 保育学科 地域別 出身、就職先  （上段は人数、下段は率） 

出身地域（高校所在地） 

 
 

就職地域（園所在地） 

 

 

 

 

 

 

県央 県西 湘南

14 1 21 35 11 39 121 9 3 0 0 12 133

10.5% 0.8% 15.8% 26.3% 8 .3% 29 .3% 91.0% 6.8% 2.3% 0.0% 0.0% 9.0% 100.0%

10 2 24 33 11 33 113 11 3 2 2 18 131

7.6% 1.5% 18.3% 25.2% 8 .4% 25 .2% 86.3% 8.4% 2.3% 1.5% 1.5% 13.7% 100.0%

出身地域
（高校所在地）

平成27年4月入学

平成26年4月入学

小計 静岡県 東京都 長野県 その他 小計
年度

県内 県外
合計

横浜市 川崎市 相模原市
政令市外

県央 県西 湘南

9 4 19 32 11 34 109 6 13 1 1 21 130

6.9% 3.1% 14.6% 24.6% 8.5% 26 .2% 83.8% 4.6% 10.0% 0.8% 0.8% 16.2% 100.0%

18 2 17 34 7 42 120 3 11 0 1 15 135

13.3% 1.5% 12.6% 25.2% 5.2% 31 .1% 88.9% 2.2% 8.1% 0.0% 0.7% 11.1% 100.0%

■県央
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡
■県西
小田原市、南足柄市、足柄下郡、足柄上郡
■湘南
藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡、中郡

その他 小計

就職地域
（園所在地）

平成26年3月卒業

平成25年3月卒業

県外
合計

横浜市 川崎市 相模原市
政令市外

小計 静岡県 東京都 長野県
年度

県内



【資料６】神奈川県の資料
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【資料7】神奈川県子ども・子育て人材需給状況調査（抜粋）
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【資料 8】生活プロデュース学科 卒業生の就職状況  

① 生活プロデュース学科 過去 3 年間の進路・就職状況 

生活プロデュース学科 卒業者数 進学者数 就職希望者数 就職者数 就職率 

平成 27 年度卒業 106 0 94 89 94.68% 

平成 26 年度卒業 123 3 109 106 97.25% 

平成 25 年度卒業 102 1 86 82 95.35% 

 

② 平成 25 年度～平成 27 年度まで 3 年間の就職先の業種及び職種 

業種名 内定数 率 職種名 内定数 率 

卸売業，小売業 146 52.7% 販売従事者 144 52.0%

サービス業 28 10.1% 事務従事者 86 31.1%

医療，福祉 28 10.1% サービス職業従事者 38 13.7%

製造業 19 6.9% その他の専門的・技術的職業従事者 5 1.8%

建設業 12 4.3% 情報処理・通信技術者 2 0.7%

不動産業，物品賃貸業 12 4.3% 保安職業従事者 2 0.7%

宿泊業，飲食サービス業 10 3.6% 合計 277 100.0%

情報通信業 5 1.8%    

生活関連サービス業，娯楽業 4 1.4%   

運輸業，郵便業 3 1.1%    

金融業，保険業 3 1.1%   

教育，学習支援業 3 1.1%    

複合サービス事業 2 0.7%   

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.4%    

公務 1 0.4%    

合計 277 100.0%    
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